鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱

　　令和８年３月26日
告示第48号

(目的)
第１条 この告示は，市内の地下水汚染が生じた井戸を飲用に使用する者に対し，鉾田市浄水器浄水器購入費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより，飲用水の安全性の向上を図り，もって地下水汚染対策の推進に資することを目的とする。
２ 補助金の交付に関しては，鉾田市補助金等交付規則(平成17年鉾田市規則第37号)に定めるもののほか，この告示の定めるところによる。
(定義)
第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。
(１)　地下水汚染　市内の飲用水として使用している井戸の水質について，別表第１に 基づき，各項目がその基準値または暫定指針値(以下「基準値等」という。)を超過して検出されることをいう。
(２)　飲用水　日常生活において炊事のために利用し，又は飲み水として使用する水をいう。
[bookmark: _Hlk230081630](３)　住宅等　市内の居宅（事務所等の併用住宅の場合は居宅部分）として使用している建築物のことをいう。
(４)　浄水器　飲料水の水質を，別表第１に掲げる項目で飲用に適すると考えられる基準に適合する水質に浄化する機器で，次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア　ＪＩＳ規格または浄水器協会で定められた規格基準を基に性能評価されていること、又は、ＮＳＦ認証を得ていること。
イ　性能の保証期間が１年以上であること。
(補助対象者)
第３条　補助事業により補助金の交付を受けることができる者は，第２条第３号の住宅等の所在地に居住し，かつ，当該所在地に市の住民基本台帳に記載されている者で次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) [bookmark: _Hlk228367688]　居住する住宅の敷地に隣接する道路に上水道配水管(以下「配水管」という。)
が敷設されていないこと。
(２)　前号に規定する者の属する世帯全員に市税及び保険料(介護保険料及び後期高齢者医療保険料)に未納がない者
(３)　前号に規定する世帯全員が鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号。)第２条第１号から第３号までの規定に該当しないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第４条　補助金の交付対象となる 経費及び補助金の額は，別表第２のとおりとする。
(補助基数)
第５条　補助事業により補助の対象となる浄水器の基数は，１世帯当たり１基とする。ただし，２世帯以上の世帯が一の住居において居住し，厨房を共用している場合は１世帯とみなす。
(補助金の交付申請)
第６条　補助事業により補助金の交付申請をしようとする者は，浄水器購入費等補助金交付申請書(様式第１号)に次に掲げる書類を添付して，令和９年２月１日までに市長に提出するものとする。
(1) 浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し
(2) [bookmark: _Hlk229491131]市水道課が発行する管路台帳の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
[bookmark: _Hlk224650202]第７条　市長は，前条の規定による申請があった場合は，その内容を審査し，補助金を交付することが適当と認めたときは浄水器購入費等補助金交付決定通知書(様式第２号)により，又は補助金を交付することが不適当と認めたときは浄水器購入費等補助金不交付決定通知書(様式第３号)により，同条の規定による申請をした者に対し，通知するものとする。
(補助金の変更の承認申請等)
第８条　前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下、「補助金交付決定者」という。）は，決定を受けた事項を変更しようとするときは，浄水器購入費等補助金変更承認申請書(様式第４号)により申請し，その承認を受けるものとする。
２ 市長は，前項の規定により変更の承認をしたときは，浄水器購入費等補助金交付決定変更承認通知書(様式第５号)により，変更の承認をしないときは浄水器購入費等補助金交付決定変更不承認通知書(様式第６号)により，前項の規定による変更の承認申請をした者に対し，通知するものとする。
３　第１項の規定による変更の承認申請は，１回に限り行うことができる。
(浄水器の購入等)
[bookmark: _Hlk228371773]第９条　補助金交付決定者は，浄水器を購入及び設置したときは，速やかに浄水器購入費等報告書(様式第７号)に次に掲げる書類を添付して，令和９年３月１日までに市長に提出するものとする。
(１)　浄水器を購入及び設置したことを証する写真
(２)　浄水器の購入及び設置に係る領収証(書)の写し
(３)　その他市長が必要と認める書類
２　電子決済により前項第２条に規定する領収書が発行されない場合は,当該支払いが確認できる証書をもってかえることができる。
(補助金の額の確定通知)
第10条　市長は，前条の浄水器購入費等報告書を受理した場合は，その内容を審査し，適当と認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，浄水器購入費等補助金確定通知書(様式第８号。以下，「確定通知書」という。)により，前条の規定による報告をした補助金交付決定者に対し，通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条　補助金交付決定者は，前条の規定による補助額の確定通知を受けたときは，浄水器購入費等補助金交付請求書(様式第９号)により市長に対し，令和９年３月３１日までに補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の交付)
第12条　市長は，前条の浄水器購入費等補助金交付請求書を受理した場合は，その内容を審査し，適当と認めたときは，前条の規定による請求をした補助金交付決定者に対し，補助金を交付するものとする。
(補助金の決定等の取消等)
第13条　市長は，補助金交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定、変更の承認又は交付の確定（以下「交付の決定等」という。）を受けたと認められるときは，補助金の交付の決定等を取り消すことができる。
[bookmark: _Hlk228371812]２　交付申請後、第６条、第９条及び第11条に掲げるそれぞれの期日までに浄水器購入費等報告書又は浄水器購入費等補助金交付請求書の提出がないときは、市長は、交付の決定等を取り消すことができる。
３ 市長は，前２項の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは，その理由を付し，浄水器購入費等補助金交付取消通知書(様式第10号)により，その旨を補助金交付決定者に通知するものとする。
４　市長は，第１項の規定により補助金の交付の決定又は変更の承認を取り消した場合において，既に補助金が交付されているときは，補助金の交付を受けた者に対し，浄水器購入費等補助金返還命令通知書(様式第11号)により，期限を定めて，当該補助金の返還を命じることができる。
(補助金の再交付申請)
第14条 この告示における補助金は，再交付申請をすることができない。
(雑則)
第15条　この告示に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

附　則
この告示は，令和８年４月１日から施行する。


別表　第１(第２条第１項第１号，４号)
	項 目
	分析方法
	基準値(暫定指針値)

	ペルフルオロ(オクタン－１－スルホン酸)(別名ＰＦＯＳ)及びペルフルオロオクタン酸(別名ＰＦＯＡ)
	「水質汚濁に係る人の健 康の保護に関する環境基 準等の施行等について」(令和 2年5 月28日環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282 号 )
付表1に定める方法，又 は水質管理目標設定項目 の検査方法(平成15年1 0月10日付け健水発第1010001号)に定める方法
	50ng/L

	一般細菌
	水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)
	100 個 /mL

	大腸菌
	
	検出されないこと

	カドミウム及びその化合物
	
	0.003mg/L

	水銀及びその化合物
	
	0.0005mg/L

	セレン及びその化合物
	
	0.01mg/L

	鉛及びその化合物
	
	0.01mg/L

	ヒ素及びその化合物
	
	0.01mg/L

	六価クロム化合物
	
	0.02m g / L

	亜硝酸態窒素
	
	0.04mg/L

	シアン化合物イオン及び塩化シアン
	
	0.01mg/L

	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
	
	10mg/L

	フッ素及びその化合物
	
	0.8mg/L

	ホウ素及びその化合物
	
	1mg/L

	四塩化炭素
	
	0.002mg/L

	１，４－ジオキサン
	
	0.05mg/L

	シス－１・２－ジクロロエチ レン及びトランス－１・２－ジクロロエチレン
	
	0.04mg/L

	ジクロロメタン
	
	0.02mg/L

	テトラクロロエチレン
	
	0.01mg/L

	トリクロロエチレン
	
	0.01mg/L

	ベンゼン
	
	0.01mg/L

	カドミウム
	地下水の水質汚濁に係 る環境基準についての 別表に定める方法(環境庁告示第10号)

	0.003mg/L

	総水銀
	
	0.0005mg/L

	セレン
	
	0.01mg/L

	鉛
	
	0.01mg/L

	ヒ素
	
	0.01mg/L

	六価クロム
	
	0.02mg/L

	全シアン
	
	検出されないこと

	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
	
	10mg/L

	ふっ素
	
	0.8mg/L

	ほう素
	
	1 mg/L

	四塩化炭素
	
	0.002mg/L

	１・４－ジオキサン
	
	0.05mg/L

	１・２－ジクロロエチレン
	
	0.04mg/L

	ジクロロメタン
	
	0.02mg/L




別表　第２(第４条)
	対象経費
	要件
	補助率
	上限額

	浄水器 (本体及び設置に要する費用)
	住宅等の敷地に隣接する道路に配水管が敷設されていないこと
	対象経費の２
分の１
	１０万円


備 考
１ 補助額は対象経費に補助率を乗じて得た額とし，その額に１，０００円未満の端数 があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。
２ 補助対象経費の算出に当たっては，消費税及び地方消費税に相当する額を控除する ものとし，補助対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては，更に当該補助金の額を控除した額とする。


(様式第１号)
年 　　月　　 日

鉾田市浄水器購入費等補助金交付申請書

鉾田市長

 申請者 住 所 　鉾田市 
氏 名   
　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先電話番号 

浄水器購入費等補助金の交付を受けたいので，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第６条の規定により下記のとおり申請します。

記


１ 補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

２ 購入・設置価格(税抜)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

３ 購入・設置する浄水器の メーカー 　　　　　　　　　　　　　　　　
 メーカー及び機種　　　　 機　　種　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
４ 添付書類
(1)  浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し
(2)  市水道課が発行する管路台帳の写し
(3)  その他市長が必要と認める書類





(様式第２号)
第　　　　号
 年　　月　　日

浄水器購入費等補助金交付決定通知書

住 所
氏 名　　　　　　　　　　 様

鉾田市長　 　　　　　　　

 　　　　年　 月　 日付けで申請のあった補助金の交付申請について，下記のとおり交付決定することとしたので，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第７条の規定により通知します。

記

１ 補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２ 購入・設置できる浄水器
 のメーカー及び機種　　　　　メーカー　　　　　　　　　　
 機 種 　　　　　　　　　　　



(様式第３号)
第　　　　号
 年　　月　　日

浄水器購入費等補助金不交付決定通知書

住 所
氏 名　　　　　　　　 様

鉾田市長　 　　　　　　　　　

年 月 日付けで申請のあった補助金の交付申請について，下記の理由に
より不交付決定としたので，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第７条の規定
により通知します。

記

不交付決定の理由



(様式第４号)
年 　　月　　 日

浄水器購入費等補助金変更承認申請書

鉾田市長

 申請者 住 所 　鉾田市 
氏 名   

年 月 日付け　　　　第　　　号で補助金の交付決定を受けた浄水器購入費等補助金について，決定内容を下記のとおり変更したいので，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第８条第１項の規定により申請します。

記

１ 変更内容
(１)補助金額の変更
変更前 　　　　　　　　　　　　　円
変更後 　　　　　　　　　　　　　円
(２)浄水器の機種の変更
変更前　　　　　　　　　　　　　　 
 　　　 変更後　　　　　　　　　　　　　　 
２ 変更理由



３ 変更に係る添付書類(変更事項のみ提出のこと)
(１)浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し


(様式第５号)
第　　　　号
 年　　月　　日

浄水器購入費等補助金交付決定変更承認通知書

住 所
氏 名　　　　　　　　 様
鉾田市長　 　　　　　　　　

年　　月　　日付けで変更の承認申請のあった補助金の変更承認について，下記のとおり承認したので，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。

記

１ 補助金交付決定額
 (変更後) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２ 購入・設置できる浄水器
 のメーカー及び機種 　 　メーカー　　　　　　　　　　 
 機 種 　　　　　　　　　　　 

３　交付条件
この変更承認により浄水器を購入し，及び設置することができる期間は， 　年　　月　　日までです。


(様式第６号)
第　　　　号
 年　　月　　日

浄水器購入費等補助金交付決定変更不承認通知書

住 所
氏 名　　　　　　　　 様
鉾田市長　 　　　　　　　　　

年　　月　　日付けで変更の承認申請のあった補助金の変更承認について，下記の理由により不承認決定したので，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。

記

変更不承認の理由



(様式第７号)
年 　　月　　 日

浄水器購入費等報告書

鉾田市長

 申請者 住 所 　鉾田市 
氏 名   

下記のとおり浄水器を購入し，及び設置しましたので，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第９条の規定により報告します。

記

１ 設置年月日　　　　　　年　　月　　日 

２ 購入・設置できる浄水器
 のメーカー及び機種　　　　　メーカー　　　　　　　　　　
 機 種 　　　　　　　　　　　

３　添付書類
(１)浄水器を購入し，及び設置したことを証する写真
(２)浄水器の購入及び設置に係る領収証(書)の写し
(３)その他市長が必要と認めるもの



(様式第８号)
 第　　　　号
 年　　月　　日
 
住 所
氏 名　　　　　　　　 様
鉾田市長　 　　　　　　　　　

浄水器購入費等補助金確定通知書

年　　月　　日付けで報告のあった浄水器購入費等補助金について，下記のとおり補助金の額を確定したので，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第10条の規定により通知します。

記

１ 補助金確定額　　　　　　　　　　　　　　　　 円


※この通知書を受領後は，速やかに補助金の交付請求の手続をしてください。



(様式第９号)
年 　　月　　 日

浄水器購入費等補助金交付請求書


鉾田市長

 申請者 住 所 　鉾田市 
氏 名   

年 月 日付け　　　　第　　　号をもって補助金の額の確定のありました浄水器購入費等補助金について，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第11条の規定により，下記のとおり補助金の交付を請求します。

記

１　補助金交付請求額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　振込先
	金融機関名
	
銀 行・信用金庫　　　　　 本店

 　　　　　　　　　　 信用組合・農 協　　　　　 支店


	口座番号
	
	口 座
	普 通 ・当 座

	フリガナ
	

	名 義 人
	




(様式第10号)
第　　　　号
 年　　月　　日

浄水器購入費等補助金交付取消通知書

[bookmark: _Hlk229490736]住 所
氏 名　　　　　　　　 様
鉾田市長　 　　　　　　　　

年　　月　日付け　　　　第　　　号で交付決定した浄水器購入費等補助金について，下記の理由により取り消したので，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第13条第２項の規定により通知します。

記

１ 補助金交付決定金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
 
２ 取り消しの理由



(様式第11号)

[bookmark: _Hlk189725086]第　　 　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 　月　 日
住 所
氏 名　　　　　　　　 様

鉾田市長　　　　　　　印

浄水器購入費等補助金返還命令通知書

[bookmark: _Hlk189725212]　　 年 　月 　日付け第　　　号で交付決定した令和８年度鉾田市飼料価格安定対策事業補助金については，鉾田市浄水器購入費等補助金交付要綱第13条第３項の規定により，下記のとおり補助金の(全部・一部)返還を命じることに決定したので通知します。

記

１　補助金返還の理由

２　補助金返還額　　　　　　　　　　　　　　円
　
　３　補助金返還期限　　　　　　　年　　月　　日

(不服申立てに係る教示)
　この処分に不服があるときは,この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に,鉾田市長に対して審査請求をすることができます。ただし,この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても,この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは,審査請求をすることができなくなります。

(処分の取消しの訴えに係る教示)
　処分の取消しの訴えは,この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内(この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合にあっては,その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内。以下同じ。)に,鉾田市を被告として(訴訟において鉾田市を代表する者は,鉾田市長となります。),提起することができます。ただし,この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても,この処分があった日の翌日から起算して1年を経過したとき(この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合にあっては,その審査請求に対する裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したとき)は,処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

＜問い合わせ先＞
鉾田市環境経済部生活環境課　　鉾田市鉾田1444番地1　　0291－　－
